
【法律名】 国民生活安定緊急措置法  

【府省庁名】 消費者庁  

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 制度の概要 

 ・物価の高騰等に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国

民経済上重要な物資（生活関連物資等）の価格及び需給の調整等に関

する緊急措置を定めている。 

 ・具体的には、政令指定された価格を安定すべき物資について、標準価

格の決定等を行うほか、それらの措置だけでは価格の高騰を抑えられ

ない場合、生産等に関する指示を行ったり、割当て、配給等に関し必

要な事項を定めることができる。 

 ・生活関連物資等の割当て又は配給その他本法の運用に関する重要事項

については、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国民生活審

議会で調査審議を行うこととなっており、それらの事項について、内

閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。 

権限の関係行政機関との分担

・委任の状況 

 

 

 

 ・標準価格等の決定等（第４～７条）、特定標準価格の決定等（第８～

１０条）、課徴金の徴収等（第１１、１２条）、生産等に関する指示

等（第１４条～２５条）、立入検査等（第３０条）について、物資所

管等の省と共管。また、第６条第２項、第３項、第７条の権限やそれ

らの権限に係る第３０条第１項の権限を地方公共団体へ委任。 

直近3年間の法執行の実績（処

分、取締、勧告等の件数、（あ

れば）行政指導の件数） 

  

実績なし。 

 

 

 法執行における、関係行政機

関（関係省庁・取締機関・地方

支分部局・地方公共団体等）と

の連携の実態 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 
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【法律名】 物価統制令   

【府省庁名】 消費者庁  

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 制度の概要 

 ・物価が著しく高騰または高騰するおそれがある場合で、他の措置に

よっては価格等の安定を確保することが困難と認められるときの措

置を定めている 

 ・具体的には、統制額の指定や、統制額を超える契約、不当高価契約

、暴利行為の禁止、原価計算の指示などが定められている。 

権限の関係行政機

関との分担・委任の

状況 

 

 

 

 

 

 ・統制額によらない契約等の許可等（第３条、第８条の２）、統制額

の指定（第４条）、価格表示に関する必要事項の命令（第１５条）

、価格等を届け出ることの命令（第１７条）、原価計算命令（第１

８条）、割増額の付加（第２０条第１項）、報告徴収・臨検（第３

０条）について、価格等に対する給付に関する省庁と、割増額に関

する命令、国庫納付（第２０条第２項、第２１条）を主務大臣と共

管。 

 ・一定の場合において、統制額によらない契約等の許可等を地方公共

団体へ委任。（第３１条） 

直近3年間の法執行

の実績（処分、取締

、勧告等の件数、（

あれば）行政指導の

件数） 

  

実績なし。 

 

 

 

 

 法執行における、

関係行政機関（関係

省庁・取締機関・地

方支分部局・地方公

共団体等）との連携

の実態 

 

 

 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 
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【法律名】不当景品類及び不当表示防止法  

【府省庁名】消費者庁  

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 制度の概要 

  不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号）（以下「景品

表示法」という。）は、不当な表示等による顧客誘引の防止を図るため、

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為

の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護する

ことを目的とする法律である。概要は、以下のとおり。 

 ○ 過大な景品提供の禁止（第3条） 

 ○ 不当表示の禁止（第4条） 

  ・ 優良誤認表示（第1項第1号）、有利誤認表示（第1項第2号）その他

内閣総理大臣が指定する表示（第1項第3号）の禁止 

  ・ 不実証広告規制（第4条第2項） 

 ○ 違反事業者に対する措置命令（第6条） 

 ○ 違反調査のための報告の徴収及び立入検査等の権限（第9条） 

○ 適格消費者団体の差止請求権（第10条） 

 ○ 公正競争規約（業界の表示又は景品に関する自主ルール）の設定（第

11条） 

 ○ 内閣総理大臣からの権限の委任（第12条） 

 ○ 措置命令違反に対する罰則（第15条） 

 

２ 景品表示法の主な改正 

 ○ 景品表示法の権限の一部を機関委任事務として都道府県知事に委任

（昭和47年改正） 

 ○ 都道府県知事が行う事務の自治事務への変更（平成11年改正） 

 ○ 不実証広告規制の導入、都道府県知事による執行力の強化等（平成1

5年改正） 

 ○ 消費者庁設置に伴う改正（平成21年改正） 

  

３ 表示規制に関連する主な告示、ガイドライン 

 ○ 第4条第1項第3号に基づく主な告示 

・ 無果汁の清涼飲料水等についての表示（昭和48年公正取引委員会告

示第4号） 

・ 商品の原産国に関する不当な表示（昭和48年公正取引委員会告示第

34号） 

・ おとり広告に関する表示（平成5年公正取引委員会告示第17号） 

・ 有料老人ホームに関する不当な表示（平成16年公正取引委員会告示

第3号） 

 ○ 主なガイドライン等 

  ・ 比較広告に関する景品表示法上の考え方（昭和62年） 

  ・ 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方（平成12年） 
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  ・ 環境保全に配慮していることを示す広告表示の留意事項（平成13

年） 

・ 消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題

点と留意事項（平成14年） 

・ 不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針－不実証広告

規制に関する指針（平成15年） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・ 都道府県は、違反事業者に対して指示権限（第7条） 

・ 当該事業者がその指示に従わないときなどの場合は、消費者庁長官へ措

置請求（第8条） 

・ 公正競争規約については、消費者庁長官及び公正取引委員会が認定する

（第11条）。 

・ 調査権限を公正取引委員会に委任している（第12条）。 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

１ 消費者庁                19年度 20年度 21年度 

○ 措置命令（第6条）          56件  52件  12件 

 （注）平成21年８月以前は公正取引委員会で行った排除命令件数 

２ 都道府県（合計）           19年度 20年度 21年度 

○ 指示（第7条）             28件  21件  26件 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・ 景品表示法違反被疑案件については、原則として、一の都道府県内で行

われている行為については都道府県が、複数の都道府県にまたがる案件又

は全国的な案件は消費者庁が調査を行っており、この考え方に基づき、消

費者庁が都道府県において調査されることが適切と認められる端緒に接

した場合は都道府県に通知し、都道府県が消費者庁において調査されるこ

とが適切と認められる端緒に接した場合は消費者庁に通知されている。 

・ 消費者庁は、都道府県に対し、都道府県が処理する事務について技術的 

な助言等を行っている。 

・ 公正取引委員会においては、消費者庁長官からの調査権限の委任に基づ

き、各地方事務所等が事案の調査を担当している。 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

個別の処分が行なわれた場合は内容を随時公表。 

件数などは毎年１回取りまとめて公表 

 

・個別処分についてはプレスリリースを配布 

・以下のアドレスにも随時掲載 

   http://www.caa.go.jp/representation/index.html 
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【法律名】 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律  

【府省庁名】 総務省、消費者庁  

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜法の目的＞ 

 一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メー

ルの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電

子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの

利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な

発展に寄与する。 

 

 ＜法の主な概要＞  

１ 広告宣伝メールに関する規制を、あらかじめ送信に同意をした者に対し

てのみ送信を認める（オプトイン方式による規制）（第 3 条第 1 項） 

２ 表示義務（第 4条） 

（広告宣伝メール中に、「送信者の氏名又は名称」等を表示） 

３ 送信者情報を偽った広告宣伝メールの送信禁止（第 5 条） 

４ 架空電子メールアドレスあての広告宣伝メールの送信の禁止（第 6 条） 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

法律の共管部分（第3条、第4条、第5条、第7条、第8条及び第28条等）につ

いては、総務省と消費者庁が原則共同で実施。 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

１ 総務省             20年度 21年度 22年度 

○ 措置命令（第7条）        1件   6件   3件 

 

２ 消費者庁            20年度 21年度 22年度 

○ 措置命令（第7条）        －件   4件   3件 

 （注）平成21年9月の消費者庁設置後は、すべて総務省・消費者庁が

共同で命令を実施している。 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

法制度を所管する総務省と直罰規定の適用を行う警察との間で必要な情報

交換を実施。 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

 

  ○公表・広報手段 

 

 

 

 

個別の処分が行われた場合は内容を随時公表 

 

・個別処分についてはプレスリリースを配布 

・以下のアドレスにも随時掲載 

   http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_m

ail.html 

   http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m03 
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【法律名】 住宅の品質確保の促進等に関する法律  

【府省庁名】 国土交通省  

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

○ 住宅の品質確保の促進等に関する法律は、 

・住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度（※） 

・住宅に係る紛争の処理体制 

・新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任の特例 

等を定めることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利

益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図っている。 

（※）住宅性能評価 

国土交通大臣の登録を受けた者（登録住宅性能評価機関）は、

申請により、住宅性能評価（設計された住宅又は建設された住宅

について、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める日本住宅性能

表示基準に従って表示すべき性能に関し、国土交通大臣が定める

評価方法基準に従って評価すること）を行い、一定の事項を記載

した住宅性能評価書を交付することができる。 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

○委任の状況 

登録住宅性能評価機関に対する適合命令、改善命令、報告徴収、

検査等について地方整備局長等に委任している（住宅の品質確保の

促進等に関する法律施行規則第125条）。 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

○登録住宅性能評価機関に対するもの 

 

・改善命令（第21条）  

            

・立入検査（第22条）  

            

 

20年度   21年度 

0件     1件 

     

88件    81件 

    

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

○公表・広報頻度 

毎年１回取りまとめて公表 

（個別の処分を行った際には、内容を随時公表）。 

○公表・広報手段 

報道発表及びホームページへの掲載。  

 

参 考 

34



【法律名】 食品衛生法   

【府省庁名】 厚生労働省・消費者庁  

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

（目的） 

食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措

置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もっ

て国民の健康の保護を図ること（第 1条） 

 

（国、都道府県等の責務） 

 正しい知識の普及、情報の収集・整理・分析・提供、食品衛生関係施策の

総合的・迅速な実施のための相互の連携等（第 2 条） 

 

（食品等事業者の責務） 

安全性の確保に関する知識の習得、食品衛生上の危害の原因となった食品

の廃棄、記録の保存等（第3条） 

 

（主な規制等） 

・有毒、有害食品等の販売等の禁止（第6条） 

・新開発食品の販売禁止（第7条） 

・包括的輸入禁止措置（第8条） 

・指定外添加物の使用等の禁止（第10条） 

・食品、添加物、器具、容器包装の規格基準の設定（第11条） 

・表示基準の策定（第 19 条） 

・虚偽・誇大な表示・広告の禁止（第20条） 

・おもちゃ等についての準用（第62条） 

・違反者の名称等の公表（第63条） 

・国民の意見の聴取、施策の実施状況の公表（第64条及び第65条） 

 

(主な改正) 

・表示部分を消費者庁へ移管（平成21年） 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

【厚生労働省】 

○国（厚生労働省） 

・指定外添加物の使用等の禁止（第10条） 

・食品、添加物、器具、容器包装の規格基準の設定（第11条） 

・監視指導指針の策定（第22条） 

・輸入食品等監視指導計画の策定（第23条） 

・違反者の名称等の公表（第63条） 

・国民の意見の聴取、施策の実施状況の公表（第64条及び第65条） 

 

○国（検疫所） 

・輸入食品の届出（第27条） 
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○国（地方厚生局） 

・総合衛生管理製造過程の承認（第13条） 

・登録検査機関の登録（第33条） 

・食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設の登録（第49条） 

 

○都道府県、保健所設置市及び特別区 

・食品衛生監視指導計画の策定（第24条） 

・報告徴収、検査、収去（第28条） 

・監視指導の実施（第30条） 

・都道府県による施設基準の制定（第51条） 

・営業の許可（第52条） 

・廃棄命令、処置命令（第54条） 

・営業許可の取消し、営業の禁停止（第55条） 

・保健所長による食中毒の調査及び報告（第58条） 

 

【消費者庁】 

○国（消費者庁） 

・表示基準の制定（第19条） 

・監視指導指針の策定（第22条） 

・報告徴収、検査、収去（第28条） 

・表示・広告に係る監視指導の実施（第30条） 

・虚偽・誇大な表示・広告に対する廃棄命令、処置命令（第54条） 

 

○都道府県、保健所設置市及び特別区 

・食品衛生監視指導計画の策定（第24条） 

・報告徴収、検査、収去（第28条） 

・監視指導の実施（第30条） 

・虚偽・誇大な表示・広告に対する廃棄命令、処置命令（第54条） 

・営業許可の取消し、営業の禁停止（第55条） 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

【厚生労働省】 

○厚生労働省 

・検査命令（第 26条） 

２０年度 ２１年度  ２２年度（9月 30 日時点の速報値） 

95,490 件  110,308件  62,498件 

・モニタリング検査（第 28条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度（9月 30 日時点の速報値） 

83,951 件 87,103件 50,684件 

 

○都道府県 

・収去（第 28 条） 

２０年度  ２１年度  ２２年度（１０月３１日現在） 

153,975 件 150,603 件 － 

・営業許可施設数（第 52 条） 

36



２０年度          ２１年度          ２２年度 

新規：270,458 件      新規：264,558 件       － 

継続：296,556 件      継続：277,662 件       － 

営業施設総数：2,581,898 件 営業施設総数：2,562,958 件 － 

・物品廃棄命令（第 54条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度 

52件   53 件   － 

・営業禁止命令（第 55条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度 

190件   239 件  － 

・営業停止命令（第 55条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度 

624件   730 件  － 

・改善命令（第 56条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度 

56件   67 件   － 

・食中毒事案の報告件数（第 58 条） 

２０年  ２１年   ２２年（10 月 31日時点の速報値） 

1,369 件 1,048件 580 件 

 

【消費者庁】 

○消費者庁 

・収去（第 28 条） 

２０年度  ２１年度 ２２年度（１０月３１日現在） 

－       ０件    ０件 

・廃棄命令、処置命令（第 54条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度（１０月３１日現在） 

－       ０件   ０件 

 

○都道府県等 

・収去（第 28 条） 

２０年度  ２１年度 ２２年度（各年の 12月中の実績値） 

－      26,852 件  － 

・物品廃棄命令（第 54条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度（各年の 12月中の実績値） 

－       ０件    － 

・営業許可取消命令（第 55条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度（各年の 12月中の実績値） 

－       ０件    － 

・営業禁止命令（第 55条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度（各年の 12月中の実績値） 

－       ５件    － 

・営業停止命令（第 55条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度（各年の 12月中の実績値） 
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－       ６件    － 

 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

○食品安全委員会 

・ 食品安全基本法（平成15年法律第48号）に基づき、食品安全行政におい

ては、食品安全委員会がリスク評価を実施し、当該評価結果等に基づき、

厚生労働省及び農林水産省等がリスク管理を実施する。 

・ 食品安全委員会は、食品の安全性に関する施策の決定に当たって科学的

な評価を行い、それに基づき、関係大臣に対し勧告を実施する。 

 

○農林水産省 

・ 農林水産省はその所掌事務として「農林水産物の食品としての安全性の

確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること（食品衛生に関

すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除

く。）」を実施することとされており、この観点から、厚生労働省ととも

に食品安全に関するリスク管理を担っている。 

・ 食品衛生法第12条に基づき、農薬等の成分である物質の量の限度を定め

るときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の

成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 

 

○都道府県等 

・都道府県等は、地域の実情を踏まえ、都道府県等食品衛生監視指導計画に

基づき、国内流通食品等の検査、食品等事業者の監視指導等を実施する。 

・都道府県知事等は、大規模な食中毒が発生した場合には、直ちに厚生労働

大臣に報告しなければならず、これを受け、厚生労働省及び都道府県等に

おいて、連携の上、事案の解決を図ることとしている。 

 

○その他 

・リスクコミュニケーション 

消費者庁、食品安全委員会、農林水産省及び厚生労働省が連携を図ってお

り、他府省が企画する意見交換会にも参加している。 

・食品表示連絡会議 

消費者庁、警察庁及び農林水産省（オブザーバーとして厚生労働省）が、

不適切な食品表示に関する監視を強化するために設置。 

・食品表示監視協議会 

関係する都道府県の機関と国の出先機関との間に設置。不適正な食品表示

に関する情報共有、意見交換、迅速な処分等の必要な対応をとる。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

○公表・広報頻度 

○公表・広報手段 

   

○厚生労働省 

公表・広報頻度 

・輸入食品の違反があった場合及び新たに検査命令とする場合には随

時公表 

公表・広報手段 

・上記についてはホームページに掲載するとともに、新たに検査命令とす

る場合はプレスリリースを配布 

38



http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html 

 

○消費者庁 

公表・広報頻度 

・個別の処分が行なわれた場合は内容を随時公表。 

公表・広報手段 

・個別処分についてはプレスリリースを配布し、以下のアドレスに随時掲載 

http://www.caa.go.jp/foods/index.html 
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【法律名】 健康増進法   

【府省庁名】 厚生労働省・消費者庁   

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

１．制度の概要 

（目的） 

国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、

国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もっ

て国民保健の向上を図ること。（第１条） 

 

（主な制度等） 

・基本方針、都道府県健康増進計画等の策定（第７条等） 

・国民健康・栄養調査等の実施（第１０条） 

・特別用途食品の表示に関する内閣総理大臣の許可制度（第２６条） 

・登録試験機関による許可試験の実施等（第２６条等） 

・栄養表示基準の設定（第３１条） 

・虚偽誇大広告等の禁止（第３２条の２） 

 

（その他） 

（独）国立健康・栄養研究所は、第１０条に規定する国民健康・栄養調査

の集計事務を行うほか、登録試験機関と同様に、第２６条第１項に規定する

特別用途食品の許可に必要な試験（許可試験）を実施している。 

 

２．主な改正 

・表示部分を消費者庁へ移管（平成２１年） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

【厚生労働省】 

○国（厚生労働省） 

・基本方針の策定（第７条） 

 

○都道府県 

・都道府県健康増進計画の策定（都道府県）（第８条） 

 

○市町村（特別区を含む） 

・市町村健康増進計画の策定（第８条） 

 

【消費者庁】 

○国（消費者庁） 

・特別用途食品の表示に関する内閣総理大臣の許可（第２６条） 

・監視指導の実施（第２７条等） 

・栄養表示基準の設定（第３１条） 

・虚偽誇大広告等の禁止（第３２条の２） 

 

○都道府県（保健所設置市、特別区を含む） 
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・監視指導の実施（第２７条等） 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

・特別用途食品（特定保健用食品を除く。）の表示許可件数（第２６条） 

２０年度 ２１年度 ２２年度（１０月３１日現在）  

２７件  １０件  １１件 

・特別用途食品（特定保健用食品）の表示許可件数（第２６条） 

２０年度 ２１年度         ２２年度（１０月３１日現在）  

９９件  １１３件（内、移管後３６件）５７件 

・栄養表示食品収去件数（第３２条）  

  ２０年度 ２１年度 ２２年度（１０月３１日現在）  

９９件   ０件   ０件 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

○特別用途食品のうち特定保健用食品の許可を受けるに当たっては、食品安

全委員会、及び消費者委員会新開発食品調査部会において、安全性、有効

性及び表示に関する審査を経ることとされており、これらと密接に連携し

ながら審査を行っている。 

○国が特別用途食品等の収去を行うに当たっては、都道府県、保健所設置市

等と連携し、収去対象食品の選定や収去結果に基づく指導等を行ってい

る。 

○健康増進法に違反する虚偽誇大広告等の監視指導について、都道府県、保

健所設置市及び特別区と地方厚生局との間で密接な連携を図るべき旨を

「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する

虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指

針（ガイドライン）」に定めている。 

○効果的な保健指導等を行うため、国・都道府県・政令市・特別区の保健指

導担当者間で迅速な情報の収集、伝達を行う体制を整備し、連携を図って

いる。 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

 

 

 

・処分についてはプレスリリースを配布し、以下のアドレスに随時掲載   

 http://www.caa.go.jp/foods/index.html 
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【法律名】農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律  

【府省庁名】農林水産省・消費者庁  

法執行の現状 

制度の概要 １．制度の概要 

（目的） 

適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによっ

て、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は

消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわ

せることによって一般消費者の選択に資し、もって農林物資の生産及び流通

の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保

護に寄与すること（第１条） 

 

ＪＡＳ規格（日本農林規格） 

・農林水産大臣は、農林物資の種類を指定して日本農林規格を制定する。 

(第７条) 

・農林水産大臣は、ＪＡＳマークを付すことができる農林物資の製造業者等

の認定を行う「登録認定機関」の認定を行う。(第１７条の２) 

・農林物資の製造業者等は、登録認定機関からあらかじめ認定を受けて、Ｊ

ＡＳマークを付すことができる。(第１４条等) 

・農林物資の製造業者が認定に基づかずにＪＡＳマークを付すことはでき

ず、違反者には罰則が科される。(第１８条等) 

 

品質表示基準 

・内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者

の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品の品質に関する表示の基準

を定め、基準に沿った表示を義務付ける。（第１９条の１３） 

・内閣総理大臣又は農林水産大臣は、品質表示基準に従わない事業者に対し

て、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示を行うことが

できる。また、内閣総理大臣は、当該指示に従わない場合に、指示に係る

措置を取るよう命令を行うことができ、当該措置命令に従わない場合には

、罰則が科される。（第１９条の１４等） 

 

２．品質表示基準の主な改正概要 

昭和４５年改正 

・品質表示基準の導入 

平成１１年改正 

・政令指定された品目に限っていた品質表示基準について、ほぼすべての食

品に拡大（ＪＡＳ法第１９条の１３第１項、第２項） 

平成２１年改正 

・品質表示基準について、消費者庁へ移管（第１９条の１３等） 
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権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・ＪＡＳ法の品質表示基準に関する立入検査及び改善指示、措置命令等につ

いては、原則として、①県域業者（１つの都道府県の区域内のみに事業所

等を有する事業者）に関しては、都道府県が、②広域業者（複数の都道府

県に事業所等を有する事業者）に関しては、国が実施する（施行令第１２

条）。 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

○指示（法第１９条の１４第１項） 

農林水産省 平成２０年度 ４１件 

      平成２１年度 ３１件 

      平成２２年度 １２件（１０月３１日現在） 

消費者庁  平成２０年度  －件 

      平成２１年度  ０件 

      平成２２年度  １件（１０月３１日現在） 

都道府県  平成２０年度 ７７件 

      平成２１年度 ６０件 

      平成２２年度 ２５件（１０月３１日現在） 

 

○命令（法第１９条の１４第４項） 

農林水産省 平成２０年度 ２件 

  平成２１年度 １件 

  平成２２年度 －件 

消費者庁  平成２０年度 －件 

  平成２１年度 ０件 

  平成２２年度 ０件（１０月３１日現在） 

都道府県  平成２０年度 －件 

  平成２１年度 ０件 

  平成２２年度 ０件（１０月３１日現在） 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

○共通パンフレット等による普及活動 

消費者庁及び農林水産省が合同でパンフレットを作成・普及 

○農林水産省と警察庁との連携 

 食品表示偽装対策に関する連携強化の申合せ、意見交換会の実施や

個別事案の情報共有 

○食品表示連絡会議 

 消費者庁、警察庁及び農林水産省（オブザーバーとして厚生労働省

）が、不適切な食品表示に関する監視を強化するために設置 

○食品表示監視協議会 

 国の出先機関と関係する都道府県の機関との連携強化 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 
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 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

・個別の処分が行なわれた場合は内容を随時公表 

・個別処分についてはプレスリリースを配布 

・以下のアドレスにも随時掲載 

  http://www.caa.go.jp/foods/index.html 

 http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html 
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【法律名】米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律  

【府省庁名】財務省・農林水産省・消費者庁     

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

制度の概要 

本法律は、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る

情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に

関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正

化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の

基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国

民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業

の健全な発展を図ることを目的とする。 

主な制度は以下のとおり 

①  取引等の記録の作成・保存（法第３条、第５条、第６条） 

米穀等の取引等について、名称、産地、数量、年月日、取引の相

手方の氏名、搬出入場所等の記録の作成・保存を義務付け。 

②  産地情報の伝達（法第４条、第８条） 

事業者間の取引及び一般消費者に対する販売・提供に際して、米

穀等の原料米の産地情報の伝達を義務付け。 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・酒類についての取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達につ

いては財務大臣（国税庁長官）の専管。 

・一般消費者に対する産地情報の伝達については農林水産大臣と内閣

総理大臣（消費者庁長官）が共管。 

・勧告、命令、立入検査に係る農林水産大臣の権限については地方農

政局長等に委任、財務大臣の権限については、国税庁長官・国税局

長等に委任。 

・主たる事務所並びに事業場及び店舗が一の都道府県の区域内にある

米穀事業者への権限行使は都道府県知事が行う。 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

取引等の記録の作成・保存部分については、平成２２年１０月１

日に施行されたところであり、また、産地情報の伝達部分については

、平成２３年７月１日施行と未施行であるため、現在のところ法執行

の実績はない。 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

同上 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

同上 
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【法律名】 独立行政法人国民生活センター法 

【府省庁名】消費者庁  

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

・国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関

する情報の提供及び調査研究を行うことを目的として設立された独立行

政法人であり、「消費者基本法」において、消費生活に関する情報の収集

・提供、苦情相談などの中核的機関として位置づけられている。 

・消費者紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、平成21年度独立行政法人国

民生活センター法改正にて、その解決が全国的に重要な消費者紛争につい

て和解の仲介及び仲裁を行うことができるようになっている。 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

・該当する法執行規定はない 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

・該当する法執行規定はない 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

・該当する法執行規定はない 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

・該当する法執行規定はない 
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【法律名】 警備業法     

【府省庁名】 警察庁     

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

１ 制度の概要 

  警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）は、警

備業務の実施の適正を図ることを目的に昭和47年に制定されたも

のである。法の消費者保護に関する規定の概要は、以下のとおり。 

○ 書面の交付義務（第19条） 

警備業者に対し、契約の締結に際し、重要な事項を記載した書

面を契約締結前（第１項）及び締結後（第２項）に交付すること

を義務付け、警備業務の依頼者の保護を図ることとしたもの。 

○  苦情の解決に係る努力義務（第20条） 

  警備業者に対し、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなけ

ればならないこととしたもの。 

○  違反業者に対する指示（第48条）、営業停止命令等（第49条） 

○  書面交付義務違反に関する罰則（第57条第４号） 

  

２ 主な改正の履歴 

○  暴力団員等が不当に関与することのないよう暴力団員等の欠 

格規定（第３条）を強化（平成14年） 

○  警備業に対する社会的な需要が拡大する中で、依頼者からの警 

備業務に対する苦情が数多く発生していることを受け、依頼者の

保護を図る観点から、書面の交付義務（第19条）及び苦情の解決

に係る努力義務（第20条）を規定（平成16年） 

 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

○ 都道府県公安委員会は、欠格事由等に該当する警備業者に対して 

認定の取消し権限（第８条） 

○ 都道府県公安委員会は、違反警備業者に対して指示権限（第48 

条）及び営業停止命令権限等（第49条） 

○ 都道府県警察は、書面交付義務違反を行った警備業者に対して 

取締権限（第57条第４号） 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

  

 Ｈ20 Ｈ21 

行政処分件数 266 304 

指示処分（第48条） 230 273 

営業停止命令（第49条第１項） 30 24 

廃止命令（第49条第２項） ０ ０ 

取消し（第８条） ６ ７ 

 ※平成22年度の法執行の実績については、平成23年６月目途に公表予定 

 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

○ 警察庁において、都道府県警察に対し、法執行に係る通達等を示

すことにより、適切な法執行が行われるよう監督を実施。 
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取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

 

 

 

 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

○ 営業停止命令を実施した都道府県公安委員会がホームページで警備

業者名等をその都度公表。 

○ 全国の統計については、警察庁が年１回取りまとめて警察庁のホーム

ページで公表 
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【法律名】 金融商品取引法     

【府省庁名】金融庁  

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

○ 有価証券の発行者等に係る開示制度、金融商品取引業者に係る業規制・行為

規制、金融商品取引所に係る制度、インサイダー取引等の不公正取引規制、セ

ーフティネットである投資者保護基金に係る制度等について規定。 

○ 最近の主な改正の状況は以下のとおり。 

18年改正（証券取引法から金融商品取引法へ改組） 

・ 幅広い金融商品・サービスを包括的に規制対象商品に追加（法第２条） 

・ 広告規制、書面交付義務等の行為規制の見直し（法第37条等） 

・ 公開買付制度、大量保有報告制度の見直し（法第２章の２・３） 

・ 四半期報告制度、内部統制報告制度の整備（法第24条の４の４等） 

・ 取引所の自主規制機能の強化（法第84条等） 

・ 罰則の引上げ（法第197条等） 

19年改正 

・ 不正・違法行為発見時における監査人の当局への申出制度の創設（法第1

93条の３） 

20年改正 

・ プロ向け市場の創設（法第２条等） 

・ ファイアーウォール規制の見直し（法第31条の４等） 

・ 課徴金制度の見直し（法第172条等） 

21年改正 

・ 格付会社に対する規制の導入（法第３章の３等） 

・ 金融分野における裁判外紛争解決制度（金融ＡＤＲ制度）の創設（法第

５章の５） 

・ 特定投資家（プロ）と一般投資家（アマ）の移行手続の見直し（法第34

条の２等） 

・ 有価証券店頭デリバティブへの分別管理義務の導入（法第43条の２） 

・ 「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直し（法第２条等） 

22年改正 

・ 店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け（法第156

条の62） 

・ 取引情報保存・報告制度の創設（法第156条の63等） 

・ 証券会社の連結規制・監督の導入等（法第57条の２等） 

・ 裁判所の差止命令に違反した場合の両罰規定の整備（法第207条） 

 

権限の関係行政

機関との分担・

委任の状況 

○ 内閣総理大臣が監督 

・ 金融商品取引業者等への報告聴取及び検査等について、証券取引等監視委

員会へ委任（法第194条の７） 

・ 金融商品取引業者等への処分等の一部について、財務局長等へ委任（法第1

94条の７） 

直近３年間（平 ○ 業務改善命令（金融商品取引法第51条・第51条の２・第66条の20、投資信
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成20年度、21年

度及び22年度10

月まで）の法執

行の実績（処分

、取締、勧告等(

(あれば）行政指

導))の件数 

託及び投資法人に関する法律第214条） 

20年度 25件、21年度 34件、22年度 18件 

○ 資産の国内保有命令（金融商品取引法第56条の３） 

    20年度 １件 

○ 業務停止命令（金融商品取引法第52条・第66条の20） 

    20年度 ８件、21年度 19件、22年度 12件 

○ 役員解任命令（金融商品取引法第52条） 

    20年度 ２件、22年度 １件 

○ 登録取消（金融商品取引法第52条・第53条・第66条の20） 

    20年度 14件、21年度 ８件、22年度 ６件 

○ 犯則事件の告発（金融商品取引法第226条） 

    20年度 12件、21年度 17件、22年度 ５件 

○ 金融商品取引業者等に対する処分に係る勧告 

    20年度 23件、21年度 21件、22年度 13件 

○ 課徴金納付命令等に関する勧告 

    20年度 29件、21年度 53件、22年度 26件 

○ 課徴金納付命令決定等（金融商品取引法第185条の７） 

    20年度 31件、21年度 48件、22年度 28件 

○ 証券検査（金融商品取引法第56条の２第１項、第２項、第３項、第４項、第60条の 

11、第63条第８項、第66条の22、第75条、第79条の４、第79条の77、第103条の４、第106条

の６、第106条の16、第106条の20第1項、第106条の20第２項において準用する第106条の20

第１項、第106条の27、第151条、第153条の４において準用する第151条、第155条の９、第1

56条の15、第156条の34、第156条の58） 

    20年度 210件、21年度 216件、22年度 121件 

(着手ベースでの実施件数) 

 

法執行における

、関係行政機関

（関係省庁・取

締機関・地方支

分部局・地方公

共団体等）との

連携の実態 

○ 犯則調査等の実施に関し、必要に応じ、警察・検察と連携し、情報交換等を

行っている。 

○ 金融商品取引業者等の処分が有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重

大な影響を与えるおそれがあるときは、財務大臣に協議する等の連携を図るこ

ととなっている。 

○ 商品投資により運用するみなし有価証券の売買等にかかる業務に関し処分を

行う場合には、農林水産大臣又は経済産業大臣と協議等をすることとなってい

る。 

○ 地方支分部局である各財務局等が法律に規定する委任事項等を処理する場合

、あらかじめ金融庁に協議等をすることとなっている。 

○ また、検査等の実施に関し、必要に応じ、各財務局等と連携しているほか、

日常的に情報交換等を行っている。 

○ なお、投資者保護基金については、財務省と共管となっているため、適宜適

切な連携を図っている。 

○ 金商法施行にあわせて、パブリックコメントの実施による透明性の高い手続

きを経て、財務局及び金融庁の職員向けに「金融商品取引業者等向けの総合的

な監督指針」等を策定し、各種規制の基本的考え方、利用者保護の観点を含め

た監督上の着眼点と留意すべき事項、具体的な監督手法を整理するなど、金融
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庁と財務局の連携を強化。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報

頻度 

  ○公表・広報

手段 

○ 金融庁においては、行政処分を行った場合には、その内容について随

時公表しているほか、その一覧についてもウェブサイトに公表｡（http:

//www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html） 

○ 証券取引等監視委員会においては、金融庁への勧告事案や告発事案、裁判

所への禁止命令の申立て事案がある場合には、その内容について随時公表し

ているほか、件数についてもとりまとめウェブサイトに公表。 

（http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm） 

 

 

51

http://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html�
http://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html�
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm�


【法律名】  保険業法        

【府省庁名】 金融庁         

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

○ 保険業を行う者についての免許制度（法第３条等）（少額短期保

険業を行う者については登録制度（法第 272 条等）） 

○ 保険業を行う者について、その事業に対し必要な規制 

・ 保険募集人等に関する規制（法第 275 条等） 

・ 保険募集等に関する禁止行為（法第 300 条等）     等 

○ 保険会社等に対する監督 

 ・ 報告又は資料の提出（法第 128 条等） 

 ・ 立入検査（法第 129 条等） 

 ・ 業務の停止命令等（法第 132 条等） 

 ・ 免許等の取消し等（法第 133 条等）          等 

○ 早期是正措置の導入（法第 130 条等、10 年改正） 

○ 保険契約者保護機構の創設（法第 259 条等、10 年改正）、生命

保険契約者保護機構に対する政府補助の特例措置（３年間）の創設

（法附則 1 条の 2 の 13、12 年改正）、延長（３年間）（法附則 1

条の 2 の 14）（15 年、17 年、20 年改正） 

○ 契約条件の変更（いわゆる予定利率の引下げ）を可能とする手続

きの整備（法第 240 条の２等、15 年改正） 

○ 保険業法の適用範囲の見直し、少額短期保険業の創設（法第 2 条

等、17 年改正） 

○ クーリング・オフの適用範囲の拡大（令第 45 条等、19 年改正） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

○ 内閣総理大臣が監督 

・ 内閣総理大臣は金融庁長官にその権限の一部（保険会社等に対

する業務停止命令等）を委任（法第 313 条、令第 46 条） 

・ 金融庁長官は財務局長等にその権限の一部（少額短期保険業者

に関するもの等）を委任（法第313条、令第47条） 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

平成20年度 

・業務改善命令（保険業法第132条第1項、法204条第1項、 

法272条の25第1項）   金融庁10件、財務局5件（共に全て公表） 

・業務停止(廃止)命令（法132条第1項、法205条第1項、法272条の26第1項） 

 財務局4件（共に全て公表） 

・立入検査 ※平成20事務年度（20.7～21.6）の件数 

 保険持株会社（法第271条の28）  金融庁1件 

 生命保険会社（法第129条）   金融庁10件 

 損害保険会社（法第129条）   金融庁8件 

 少額短期保険業者（法第272条の23）  財務（支）局1件 

 

平成21年度 

・業務改善命令（保険業法第132条第1項、法205条第1項、 

法272条の25第1項）   金融庁4件、財務局3件（共に全て公表） 
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・業務停止(廃止)命令（法132条第1項、法204条第1項、法272条の26第1項） 

                       財務局2件（共に全て公表） 

・立入検査 ※平成21事務年度（21.7～22.6）の件数 

 保険持株会社（法第271条の28）  金融庁1件 

 生命保険会社（法第129条）   金融庁10件 

 損害保険会社（法第129条）   金融庁6件 

 少額短期保険業者（法第272条の23）  財務（支）局13件 

 

平成22年度(4月～10月末) 

・立入検査 ※平成22事務年度（22.7～22.10）の件数 

 未公表 

                    

 

処分、勧告等の該当なし 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

○ 保険会社等に対する処分が保険業に対する信頼性の維持に重大な影響

を与えるおそれがあるときは、財務大臣に協議する等の連携を図ることと

なっている。 

○ 保険契約者保護機構については、財務省と共管となっているため、適宜

適切な連携を図っている。 

○ 少額短期保険業者等については、 

① 検査においては、毎事務年度の検査基本方針・計画策定、検査結果の

審理等を金融庁が行う一方で、立入検査の実施、検査指導、検査結果の

審査については、権限委任を受けている財務局が主として行っている。 

② また、監督においては、パブリックコメントの実施を経て利用者保護

に係る監督上の着眼点を盛り込んだ監督指針の策定や、年度の監督方針

の策定を金融庁が行う一方で、業者に対する行政処分や少額短期保険業

の登録の審査等については、権限委任を受けている財務局が主として行

っている。 

○ このように、少額短期保険業者等の検査・監督については、金融庁と財

務局が連携して法執行を行っている実態である。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

 

 

  ○公表・広報手段 

個別の処分が行われた場合は内容を随時公表。 

件数などは四半期に1回取りまとめて金融庁ホームページに掲載。 

立入検査の実施状況については、「金融庁の一年」にて毎年1回公表

。 

・ 個別処分についてはプレスリリースを配布するとともに、金融庁

ウェブサイトに随時掲載 

 http://www.fsa.go.jp/news/22/20101110-1.html 

・ 「金融庁の一年」については、金融庁ウェブサイトに公表。 

 http://www.fsa.go.jp/common/paper/index.html 
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【法律名】 資金決済に関する法律  

【府省庁名】金融庁         

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

○ 前払式支払手段 

・ 前払式支払手段発行者についての届出(自家型発行者)、登録（第三者型

発行者）制度（法第５条、第７条） 

・ 未使用残高が一定の金額を超える場合の発行保証金の供託義務（法第1

4条） 

・ 前払式支払手段発行者に対する報告徴求・立入検査及び業務改善命令を

規定（法第24条、第25条） 

・ 自家型発行者に対しては業務停止命令、第三者型発行者に対しては業務

停止命令・登録取消処分を規定（法第26条、第27条） 

○ 資金移動業 [22年４月施行] 

・ 資金移動業者についての登録制度（法第37条） 

・ 未達債務の全額について履行保証金の供託義務（法第43条） 

・ 資金移動業者に対する報告徴求・立入検査、業務改善命令及び業務停止

命令・登録取消処分を規定（法第54条、第55条、第56条） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

 

○ 内閣総理大臣が監督 

・ 内閣総理大臣は金融庁長官に権限を委任（法第104条） 

・ 金融庁長官は上記権限の一部を財務局長等に委任（法第104条、令第28

条、令第29条） 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

１．前払式支払手段発行者に対する法執行の実績 

20事務年度 21事務年度 22事務年度 

①立入検査（法第24条）      154件    183件   未公表 

②業務改善命令（法第25条）     0件     0件     0件 

③業務停止命令（法第26条、第27条） 0件     0件     0件 

④登録取消処分（法第27条）     0件     0件     0件 

※法執行は全て財務局が実施。 

※20事務年度は 20年7月～21年6月、21事務年度は 21年7月～22年6月

、22事務年度は 22年7月～22年10月の件数。（２.も同じ） 

２．資金移動業者に対する法執行の実績 [22年４月施行] 

20事務年度 21事務年度 22事務年度 

①立入検査（法第54条）      －     －    未公表 

②業務改善命令（法第55条）    －     －     0件 

③業務停止命令（法第56条）    －     －     0件 

④登録取消処分（法第第56条）   －     －     0件 

 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

○ 監督においては、パブリックコメントの実施を経て、事務ガイドラ

インを策定し、財務局職員向けに利用者保護の観点を含めた監督上の

着眼点と留意すべき事項、具体的な監督手法を整理するなど、金融庁

と財務局が連携している。 

○ 検査においては、毎事務年度の検査基本方針・計画策定、検査結果
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の審理等を金融庁が行う一方で、立入検査の実施、検査指導、検査結

果の審査については、権限委任を受けている財務局が主として行って

おり、金融庁と財務局が連携している。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

 

 

 

 

○公表・広報手段 

立入検査の実施状況については、「金融庁の一年」にて毎年1回公表。 

個別の行政処分が行われた場合は、内容を随時公表。 

また、「行政処分事例集」を四半期毎に公表。 

 

・ 「金融庁の一年」については、金融庁ウェブサイトに公表。 

 http://www.fsa.go.jp/common/paper/index.html 

・ 個別の行政処分については、プレスリリースを配付するとともに、

処分を行った財務局及び金融庁ウェブサイトに随時掲載。 

 http://www.fsa.go.jp/news/index.html 

・「行政処分事例集」については、金融庁ウェブサイトに公表。 

 http://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html 
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【法律名】  振り込め詐欺救済法  

【府省庁名】 金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省  

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

○ 振り込め詐欺等の振込利用犯罪行為の被害者に対する被害回復分配金

の支払のため、預金等債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続を規

定。 

（注）法の対象となる「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を

害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた

者からの預金口座等への振込みが利用されたもの（法第２条） 

○ 手続の概要は以下のとおり。 

① 金融機関が、犯罪利用の疑いがあると認める預金口座等を取引停止等

（口座の凍結等）。 

② 金融機関が、預金保険機構（預保）に対して債権消滅手続開始公告の

求め。 

③ 預保はインターネットの利用により、公告を実施。 

④ 預金等債権の消滅後、金融機関は、預保に対して支払手続開始公告の

求め。 

⑤ 預保はインターネットの利用により、公告を実施。 

⑥ 金融機関が、支払申請者に対して支払の決定を行い、被害回復分配金

を支払い。 

⑦ 金融機関が、被害者に返金できなかった金銭を預保に納付。 

⑧ 預保が、納付金を「犯罪被害者等の支援の充実のため」に支出。 

権限の関係行政機関との

分担・委任の状況 

○ 対象となる金融機関ごとに、行政庁を規定（法第39条）。主なも

のは以下のとおり。 

・ 銀行、信用金庫、信用組合 等 （内閣総理大臣） 

・ 労働金庫 等 （内閣総理大臣及び厚生労働大臣） 

・ 農業協同組合 等 （内閣総理大臣及び農林水産大臣等） 

○ 内閣総理大臣は金融庁長官に権限を委任（法第41条） 

○ 金融庁長官は財務局長等に権限を委任（令第２条等） 

直近３年間（平成20年度、

21年度及び22年度10月ま

で）の法執行の実績（処分

、取締、勧告等((あれば）

行政指導))の件数 

○ 本年８月公表の「平成 22 事務年度 主要行等向け監督方針、中

小・地域金融機関向け監督方針」及び「平成 22 検査事務年度検査

基本方針」において、以下の趣旨を記載の上、重点的に検証。 

・振り込め詐欺救済法に沿って、犯罪利用預金口座等に係る取引の

停止や、当該口座に残された資金についての被害が疑われる者への

情報提供やその後の分配等の被害者救済対応を的確に行っている

か。 

法執行における、関係行政

機関（関係省庁・取締機関

・地方支分部局・地方公共

団体等）との連携の実態 

○ 平成22年９月、振り込め詐欺救済法に定める預保納付金の取扱い

等について検討するため、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付

金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」を設置。主に、①被

害者に対して返金できなかった残余金（預保納付金）の具体的使途

や②金融機関における被害者に対する返金率の向上、を検討するこ

ととしており、有識者等からヒアリングを行い、その結果を参考に

56



しつつ、本年度内を目途にとりまとめ予定。 

（参考）現在の構成メンバー 

座長 金融庁  和田 隆志 大臣政務官 
内閣府 末松 義規 内閣府副大臣（犯罪被害者等施策担当） 
財務省 吉田 泉  大臣政務官 

オブザーバー 警察庁、法務省、預金保険機構 

 

※ 法の執行と直接関係するものではないが、以下のとおり、関係行政機関

との連携を図っている。 

○ 平成22年７月、「振り込め詐欺の撲滅に向けた全国官民連絡会議

」を開催し、振り込め詐欺の撲滅に向け、引き続き、振り込め詐欺

グループに対する取締りの徹底及び官民一体となった取組みの推

進を申合せ。 

・警察庁、金融庁、消費者庁、経済産業省ほか関係省庁 

○ 消費生活侵害事犯対策ワーキングチームにおける申合せ（平成22

年６月）等を踏まえ、すべての口座振込みを伴う消費生活侵害事犯

の犯罪利用預金口座等について、金融機関への情報提供を徹底。 

 ・内閣官房、消費者庁、金融庁、警察庁ほか関係省庁 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

○ 「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプ

ロジェクトチーム」について、有識者等からのヒアリングを公開す

ることとしており、また資料や議事録を金融庁ウェブサイトに掲載。 

http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html 

 

※ 法の執行と直接関係するものではないが、金融庁では、以下の取組みを

実施している。 

○預金口座の不正利用に関する情報について、当該口座が開設されている

金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施。その情報提供件数

等について、四半期に一度公表。 

上記内容は、プレスリリースするほか金融庁ウェブサイトに掲載。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101029-3.html 
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【法律名】偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯

金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律（預貯金者保護法）  

【府省庁名】金融庁・経済産業省・農林水産省・厚生労働省  

 

法執行の現状 

制度の概要 

 

 

 

 

 

○ 偽造カードによる損害について、 

① 原則、金融機関がその損害の全額 

② 預貯金者に故意又は重過失（故意又は重過失の立証責任は金融

機関）があった場合は、預貯金者がその損害の全額を負担。 

（第４条） 

○ 盗難カードによる被害について、上記①及び②と同様に規定する

とともに、盗難にあった預貯金者側の事情を考慮して、預貯金者に

過失（過失の立証責任は金融機関）があった場合は、金融機関がそ

の損害の４分の３の額を負担。（第５条） 

権限の関係行政機関

との分担・委任の状況 

 

直近３年間（平成20

年度、21年度及び22

年度10月まで）の法執

行の実績（処分、取締

、勧告等((あれば）行

政指導))の件数 

○ 本年８月公表の「平成 22 事務年度主要行等向け監督方針、中小・

地域金融機関向け監督方針」及び「平成 22 検査事務年度検査基本

方針」において、前事務年度に続き以下の趣旨を記載の上、重点的

に検証。 

 

・偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳、インターネットバンキ

ングを用いた不正な預金の払出しを防止する対策に努めている

か。預貯金者保護法や銀行業界内の申合せに沿った被害者への補

償を的確に行っているか。 

・本人認証情報の保護対策を含め、情報セキュリティ対策の向上に

向けた態勢が整備されているか。 

法執行における、関係

行政機関（関係省庁・

取締機関・地方支分部

局・地方公共団体等）

との連携の実態 

○ 金融庁、警察庁、業界団体の３者による情報交換会を開催（本年

７月）し、預貯金者からの相談内容等から把握できた問題点等につ

いて情報共有。 

 

法執行実績の 

公表・広報状況 

 ○公表・広報頻度 

  ○公表・広報手段 

○ 預貯金者保護法の施行状況等を把握するため、偽造キャッシュカード

等による被害の発生状況及び金融機関による被害者への補償状況を取

りまとめ、四半期に一度公表。 

 

（参考：金融機関による補償状況（本年10月公表）） 

偽造カード 盗難カード 盗難通帳 インターネットバンキング 

98.7％ 83.9％ 42.1％ 85.2％ 

（注）調査開始から本年６月末までの累計。 

 

 

○ 預金取扱金融機関のＡＴＭ及びインターネットバンキングにおける
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認証方法等の状況を調査・集計し、その概要を年に一度公表。 

上記内容は、プレスリリースするほか金融庁ウェブサイトに掲載。 

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101020-1.html 

http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20100611-1.html 

 

59

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101020-1.html�
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20100611-1.html�

	対象法律一覧
	表紙
	個人情報保護法
	消費者基本法 
	消費者安全法
	出資法 
	無限連鎖講防止法 
	消費者契約法
	金販法
	 食品安全基本法
	公益通報
	家表法
	消安法
	有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
	預託法
	特商法
	特定商取引法の処分件数（国と局）.pdf
	101126 処分実績

	割販法
	 宅建業法
	貸金業法
	旅行業法
	買占め法
	国民生活安定緊急措置法
	物価統制令
	景表法
	特定電子メール法
	品確法
	食衛法
	健康増進法
	ＪＡＳ法
	米トレサ法
	 国セン法
	警備業法
	金商法
	保険業法
	資金決済法
	振り込め詐欺救済法
	預貯金者保護法
	電気通信事業法
	プロバイダー責任法
	携帯法
	総支法
	ＡＤＲ法
	組織的犯罪処罰法
	犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
	利息制限法
	薬事法
	医療法
	消費生活協同組合法
	クリーニング業法
	牛トレサ法
	肥取法
	飼安法
	毒混法
	商取法
	ガス事法
	電安法
	液石法
	海先法
	商品ファンド法
	ゴルフ会員権法
	計量法
	不競法
	電子消費者法
	化審法
	建築基準法
	 道路運送車両法
	不特法
	建設業法
	道路運送法
	 道路運送法の別添
	瑕疵担保履行法



